
 

  ○常総衛生組合職員分限懲戒等審査委員会規程 

平成１３年７月３日 

常総衛生組合訓令第１号 

 

 改正 平成１４年 ２ 月２８日 組合訓令第１号  平成１９年 ３ 月３０日 組合訓令第１号 

 

 （設置） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第６条第１項に規

定する任命権者が職員の分限及び懲戒等に関する処分を行う場合において，その処分の公

正を図るため，常総衛生組合職員分限懲戒等審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審査事項） 

第２条 委員会は，一般職に属する職員（以下「職員」という。）に対する次の各号に掲げる

処分案について審査する。 

 (1) 法第２８条第１項の規定に基づく分限処分 

 (2) 法第２９条第１項の規定に基づく懲戒処分 

 (3) 前２号に準ずる処分 

 （組織） 

第３条 委員会は，委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は，管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則の副管理者の職にある

者を充てる。 

３ 委員は，事務局長，総務課長，施設管理課長及び庶務係長の職にある者を充てる。 

 （委員長の職務等） 

第４条 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるときは，事務局長の職にある委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，会議の議長となる。 

２ 委員会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決する

ところによる。 

４ 委員長及び委員は，自己又は親族の一身上に関する事案については，その議事に参与す

ることができない。ただし，委員会の同意を得たときは，この限りでない。 

 （事情の聴取等） 



 

第６条 委員会は，審査をするときは，事案に関係のある職員の所属長の出席を求め，当該

事案について事情を聴取し，及び意見を徴さなければならない。 

２ 委員会は，必要があると認めるときは，前項に規定する所属長以外の職員の出席を求め，

当該事案について事情を聴取し，及び意見を徴することができる。 

 （報告等） 

第７条 委員長は，委員会において審査が終了したときは，その結果を，速やかに管理者に

報告しなければならない。 

２ 管理者は，処分の公正を図るため，前項の報告を尊重するものとする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，庶務係が担当する。 

 （委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この訓令は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成１４年組合訓令第１号） 

 この訓令は，平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年組合訓令第１号） 

１ この訓令は，平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に在職する収入役は，その在任中に限り，なお従前の例により在

職するものとする。 


